平成25年９月20日　
関係各法人代表者　様

神奈川県保健福祉局

福祉部障害サービス課長　
（ 公 印 省 略 ）　
新規指定事業者への集団指導の実施について（通知）
本県の障害福祉行政の推進につきましては、日ごろから格段のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、障害福祉サービス等及び障害児通所・入所施設等の適正実施に向け、「神奈川県障害福祉に係る指定事業者等指導実施要綱」に基づき、つぎのとおり集団指導を実施しますので、出席を希望される場合、別紙「出席申込書兼出席票」に記入の上、ファクシミリにて平成25年10月11日（金）までにご送付ください。
今回の集団指導の対象事業者は、平成24年４月から平成25年３月までに新規事業所指定を受けた事業所のみです。ただし、相談支援事業所及び障害児相談支援事業所は除きます。
また、当日の説明資料は、ウェブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」(http://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/L_Result2.asp?category=3&topid=1)書式ライブラリに10月９日（水）までに掲載しますので、ダウンロードし印刷の上、「出席申込書兼出席票」とともに当日ご持参ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先
監査グループ 原田
電　話　045-210-1111（内線4737）
ﾌｧｸｼﾐﾘ　045-201-2051

１　日時及び場所

　　　平成25年10月23日（水）　神奈川県総合医療会館　　５階　　　
　　　①１０：００～１２：００  障害福祉サービス事業所、障害児通所事業所
　　　②１３：３０～１５：３０  同上
※各日の説明内容は同じです。いづれか１回のみご出席ください。

※受付は各回３０分前から行います。
２　対象者

　平成24年４月から平成25年３月までに新規事業所指定を受けた事業者（相談支援事業所を除く）。
３　内容

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく実地指導・監査について
（２）平成24年度の実地指導結果について
（３）指定障害福祉サービス事業所の指定取消しについて

（４）業務管理体制について
（５）事故報告その他について
４　出席申込み期限　10月11日（金）
別紙「出席申込書兼出席票」により、ＦＡＸで申し込んでください。
（注）申し込み多数の場合は、出席者を調整させていただくことがありますので、予めご了承ください。
５　当日お持ちいただく資料等

（１）「出席申込書兼出席票」（当日受付でご提出ください。）
（２）「説明会資料」
(10月９日（水）までにインターネットサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリ→「神奈川県からのお知らせ」に掲示しますので、各自で印刷してご持参ください。) 


	                   　  ＜ＦＡＸ送付票＞
  送信先；　　　　　神奈川県保健福祉局福祉部

障害サービス課　監査グループ
ＦＡＸ　０４５－２０１－２０５１


新規指定障害者への集団指導
出席申込書兼出席票
· 必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにて平成25年10月11日（金）までにお申し込みください。

· 会場の都合上、１事業所につき１名までの申込みとさせていただきます。
· 申込み状況により、調整をさせていただく可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
· 本票は当日必ず持参し、受付にご提出ください。

出席希望日時（希望する日時に○をつけてください）
	
	
	午前
	午後

	10月23日（水）
	第一希望
	
	

	
	第二希望
	
	


〈出席者〉
	法人名
	事業所指定年月日（更新日ではない）

	
	

	事業所名
	サービスの種類（相談支援は対象外）

	
	

	出席者職名
	出席者氏名
	連絡先（事業所）

	
	
	(電　話)

(ﾌｧｸｼﾐﾘ)


● 平成25年10月23日（水）集団指導会場
神奈川県総合医療会館　５階　
神奈川県看護協会ナースセンター研修室
（横浜市中区富士見町３－１）
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＊横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」4番出口 徒歩2分


＊ＪＲ「関内駅」南口 徒歩10分





新規指定事業者への集団指導実施のご案内








（別紙）








【会場案内図】








